
参考資料７ 

「地熱開発に関する内規等の点検及び公開等について」に関する対応状況 

 

令和３年６月 30 日付で発出した、温泉法による都道府県における離隔距離規制や本数

制限等の撤廃に関する表題の通知について、該当都道府県（※）における対応状況は以下の

通り。 

※ 地熱開発に係る掘削に対する離隔距離規制や本数制限等の規制を温泉法の運用に係る内規等で定めている都道府県 

 

都道府県 主な対応内容 

大分県 

通知及び「温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発電関係）」を踏ま

え、本ガイドラインの記載と整合する形で、令和４年４月に「大分県環境審

議会温泉部会内規」等が改正された。 

具体的には、「大分県環境審議会温泉部会内規」の「別表１」の「１ 口径

80A 以内で大深度の掘削、増掘を行う場合」に、「（４）個別審議」を新規追

加し、提出された全体計画により、地熱貯留層の範囲などが明確化されてい

る場合は、一律の距離規制等によらず、個別審議を行うものとされた。 

熊本県 

通知及び「温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発電関係）」を踏ま

え、本ガイドラインの記載と整合する形で、令和５年４月に「地熱利用にか

かる温泉掘削等許可審査基準」等が改正された。 

具体的には、「地熱利用にかかる温泉掘削等許可審査基準」の「１掘削の基

準について」に、「（７）個別審議について」を新規追加し、提出された全体

計画により、地熱貯留層の範囲等が明確化されている場合は、一律の距離規

制等によらず、個別審議を行うものとされた。 

群馬県 

通知及び「温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発電関係）」を踏ま

え、本ガイドラインの記載と整合する形で、令和５年 12 月に「群馬県温泉

事務指導要綱」の「別表第１ 地熱発電開発に伴う掘削等許可に係る取扱基

準」等が改正された。 

具体的には、「別表第１ 地熱発電開発に伴う掘削等許可に係る取扱基準」の

「４ 規制内容」の「（１）距離規制」の「①他社所有の既存源泉間距離」

に、「ただし、協議会等において合意形成が図られた場合は、この限りでは

ない。」という文言を新規追加し、一律の距離規制が撤廃される等の措置が

された。 
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【大分県環境審議会温泉部会内規（一部抜粋）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考資料７ 

【地熱利用にかかる温泉掘削等許可審査基準（一部抜粋）】 
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【群馬県温泉事務指導要綱（一部抜粋）】 

 

 

 


